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救急時医療情報閲覧

概要案内



改定履歴

版数 改訂年月 該当箇所 主な改訂内容

1.0 令和５年11月 全体 初版作成

1.1 令和6年2月
「2.閲覧できる情報」

• オンライン資格確認等システムで管理する情報の保存期間見直しに
伴う救急用サマリー、通常表示における期間の更新。

「4.救急時医療情報閲覧
機能活用のメリット」

• 救急時医療情報閲覧機能の活用に係るメリット周知ページの新規追
加。

「5.診療報酬加算の要件
について」

• 医療DXの推進による医療情報の有効活用推進を目的とした、診療
報酬加算の要件見直しに係る周知ページの新規追加。

「7．Q&A」 • 診療報酬加算の要件追加による回答の更新

全体 • 周知ページ追加によるスライド項番の更新。

改訂履歴
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１．救急時医療情報閲覧について

救急時医療情報閲覧機能により、病院においては※1、患者の生命、身体の保護のために必要な場合、
マイナンバーカードまたは4情報による検索により本人確認を行うことによって、患者の同意取得が困難
な場合でも、レセプト情報に基づく医療情報等が閲覧できるようになります。

病院※1 支払基金・国保中央会

オンライン資格確認等システム

マイナポータル患者

閲覧履歴の確認

「生命、身体の保護のために必要」と
判断した場合、極力同意取得に努
めた上で、同意取得困難な場合で
も照会可能

医師等
救急時閲覧権限あり
二要素認証実施

患者 (生命、身体の
保護が必要)

マイナンバー
カード

本人確認（受付等）

4情報等※2

情報閲覧
電子カルテ

自身の医療情報を
閲覧した医療機関を、
マイナポータルから確認

1

2

3

4

※1 救急時医療情報閲覧機能は、「患者の生命、身体の保護のために必要がある場合」を対象とした仕組みであるため、主に救急患者を受け入れる一次救急～
三次救急告示病院および病院を対象とした機能です。病院以外の医療機関等（診療所・薬局）には開放を想定しない機能となります。

※2 4情報等：①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所 または 保険者名称（資格確認書等情報による検索も可能）
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２．閲覧できる情報

救急時医療情報閲覧機能では、現行のオンライン資格確認等システムで通常表示可能な診療／薬剤
情報に加え、患者の基本情報・医療情報等が集約された救急用サマリーの閲覧が可能です。

救急時医療情報閲覧機能で閲覧できる情報 救急用サマリーの表示イメージ（PDF）

診療/薬剤特定健診 電子処方箋

既存のオンライン資格確認等システムで閲覧可能

救急用
サマリー

救急用サマリーの項目・期間

項目 期間
参考：通常表示
における期間

受診歴 3か月 5年

電子処方箋情報（※1） 45日 100日

薬剤情報（※2） 3か月 5年

手術情報 5年 5年

診療情報（※2） 3か月 5年

透析情報 3か月 5年

健診情報（※2） 健診実施日を表示 5年

※1：電子処方箋情報については、既に電子処方箋管理サービスを導入済みの医療機関等で登録された情報が
閲覧可能。(救急用サマリ―では電子処方箋管理サービスに登録された情報のうち調剤情報のみ閲覧可能)

※2：薬剤情報については令和３年９月診療分のレセプト（医科・歯科・調剤・DPC）から抽出した情報、
診療情報については令和４年６月以降に提出されたレセプト（医科・歯科・調剤・DPC）から抽出した情報、
特定健診情報については令和２年度以降に実施し順次登録された情報が閲覧可能。
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３．病院でできるようになること

救急時において、意識障害等の同意取得困難な患者に対しても、薬剤情報や手術情報等の
レセプトに基づく医療情報を閲覧し、迅速かつ適切な検査・治療等に活用できるようになります。

疾患の推測とそれに伴う治療方針の検討の迅速化

救急時において、意識障害等で同意取得困難な患者につい
ても、薬剤情報や手術情報などの医療情報を踏まえた適切
な検査および治療に活用いただけます。

意識障害等の患者についても医療情報を閲覧できることで、
救急時における疾患の推測とそれに伴う治療方針の検討の迅
速化が可能になります。

薬剤情報や手術情報を踏まえた適切な治療

マイナンバーカード or
4情報等情報

本人確認済/同意取得困難

医師

電子カルテ経由で
レセプトに基づく医療情報の
閲覧が可能

オンライン資格確認
等システム

別の症状で◇◇のお薬が慢性的に
処方されているようなので、手術す
る場合は、XXに注意しよう！

救急時医療情報閲覧機能の導入後

救急患者
（生命、身体の
保護が必要）

患者の容体から早くXXの手術を行った
方が良いと思うけど、直近副反応を引き
起こす可能性のある◇◇のお薬は服用
していないだろうか。。
家族に確認しないといけないな！

救急患者
（生命、身体の
保護が必要）

医師

医療機関や家族に電話等で
医療情報の確認が必要

救急時医療情報閲覧機能の導入前

オンライン資格確認
等システム

患者同意が
取れない場合
情報閲覧不可

これまで これから
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4．救急時医療情報閲覧機能活用のメリット（1/2）

救急時医療情報閲覧機能によって、患者の服用薬等の複数回にわたる口頭伝達が軽減可能です。
さらに、電子カルテへの入力作業が効率化され、業務負荷軽減および医療の質向上につながります。

薬の量が多くて電子カルテへ
の打ち込みが大変。

付き添い者からXXとXXの薬を
服用中と聞いている

たくさん薬を服用している。
おそらく今服用している薬はXXとXXのはず

1年前に●●で手術した。

1年前に●●で手術歴ありだが、
副反応を引き起こす可能性のある◇◇の

服用はなさそう。

本当に服用してる薬の情報は正しい？
◇◇の服用はないかもしれないが、
▲▲の服用も再度確認が必要。

医師は、聞き取った内容を電子カルテに打ち込む

救急隊員は医師へ、かかりつけ医や
既往歴、服用薬等を伝える

救急隊員

救急患者
家族等

患者家族等は救急隊員に
患者の過去の病歴・服用薬等を伝える

オンライン資格確認等システムから取得した情報を
電子カルテにそのまま入力可能

救急患者
（生命、身体の
保護が必要）

救急患者
の家族等

マイナンバーカード
or 4情報等情報

メリット

医師

患者情報の聞き取り、
電子カルテへの打ち込み

時間が短縮した
患者さんと向き合える
時間が増加した

正確な患者情報を迅
速に取得できるように

なった

........

........

医師

これまで これから

医師

オンライン資格確認
等システム

救急時医療情報閲覧機能の導入前 救急時医療情報閲覧機能の導入後
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4．救急時医療情報閲覧機能活用のメリット（2/2）

救急時医療情報閲覧機能では患者の直近の受診歴も確認可能なことから、転院搬送やかかりつけ医と
連携を取る場合等に、双方の医療機関にとってより迅速な意思決定・情報伝達が可能と考えられます。

メリット

転院搬送元
医療機関

転院搬送を受け入れる
医療機関

救急時医療情報を参照する
ことで紹介状の作成が素早
くできるようになった！

救急時医療情報から薬剤等の情報
をそのまま転記いただいているため、
より正確な情報を含む紹介状を得ら

れる機会が増えた！

転院搬送元・搬送先双方の医療機関にと
って、患者情報伝達にかかる時間を軽減・
より正確な情報伝達が可能と考えられます

医師等

メリット

患者家族

患者本人と意思疎通が難しい場合でも、
受診歴からかかりつけ医を特定し、転院搬
送先をより素早く検討可能と考えられます

ご家族は、患者ご本人の通院先
をよく把握していなさそう。

受診歴を見て、かかりつけ医を
特定しよう！

かかりつけの名前が
思い出せません…

通っている病院が
たくさんあるんです、、、

救急医療機関

メリット

かかりつけ医となる病院候補が複数ある
都市部においても、かかりつけ医と素早く
連携を図ることができると考えられます

手術する際に、かかりつけ医から
〇〇の情報を入手したい。

救急時医療情報の受診歴を見て
かかりつけ医に連絡しよう！

かかりつけの医療機関

XXさんのカルテありました！

〇〇の情報もあります！

1 2 3
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5．診療報酬加算の要件見直しについて（1/2）

2024年の診療報酬改定により、医療DX推進による医療情報の有効活用等を目的として、総合入院体
制加算・急性期充実体制加算・救命救急入院料の要件が見直されました。救急時医療情報閲覧機
能の導入が施設基準に追加される見通しです。

[施設基準]
１ 総合入院体制加算１に関する施設基準等

(５) 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」
（昭和52年７月６日医発第692号）に定める第３「救命救急センター
」又は第４「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関である
こと。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。

２ 総合入院体制加算２に関する施設基準等
(４) 24時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有し
ていること。また、以下のいずれかを満たしていること。
ア・イ （略）

[経過措置]
１の(５)及び２の(４)に係る救急時医療情報閲覧機能の要件について
は、令和７年４月１日以降に適用するものとする。

現行 改定案

[施設基準]
１ 総合入院体制加算１に関する施設基準等

(５) 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」
（昭和52年７月６日医発第692号）に定める第３「救命救急センター
」又は第４「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関である
こと。

２ 総合入院体制加算２に関する施設基準等
(４) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
ア・イ （略）

[経過措置]
（新設）

総合入院体制加算の見直し

（出典）
中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)第584回 2024年2月14日 議題1 答申について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001210969.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001210969.pdf
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5．診療報酬加算の要件見直しについて（2/2）

（つづき）

[施設基準]
１ 急性期充実体制加算に関する施設基準

(５) 24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。
ア・イ（略）
ウ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。

[経過措置] 
１の(５)のウに規定する救急時医療情報閲覧機能の要件については、
令和７年４月１日以降に適用するものとする。

現行 改定案

[施設基準]
１ 急性期充実体制加算に関する施設基準

(５) 24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。
ア・イ（略）
（新設）

[経過措置]
（新設）

急性期充実体制加算の見直し

[施設基準]
１ 救命救急入院料１に関する施設基準

(８) 当該病院において救急時医療情報閲覧機能を有していること。
２ 救命救急入院料２に関する施設基準

救命救急入院料１の(１)から(５)まで及び(８)の施設基準を満たすほ
か、特定集中治療室管理料の１又は３の施設基準を満たすものであるこ
と。

[経過措置]
１の(８)及び２（救命救急入院料１の(８)に限る。）に規定する救急
時医療情報閲覧機能の要件については、 令和７年４月１日以降に適
用するものとする。

現行 改定案

[施設基準]
１ 救命救急入院料１に関する施設基準
（新設）
２ 救命救急入院料２に関する施設基準

救命救急入院料１の(１)から(５)までの施設基準を満たすほか、特定集
中治療室管理料の１又は３の施設基準を満たすものであること。

[経過措置]
（新設）

救命救急入院料の見直し
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年 令和5年度 令和6年度

月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

令和６年10月より、救急時医療情報が閲覧できるようになります。

令和５年度から対応が必要な、準備作業の内容や、作業スケジュールについては、今後、順
次医療機関等ポータルサイト等にてご案内していく予定です。

なお、利用にあたり、オンライン資格確認を導入している必要があるため、まだ導入していない場
合は、お早めに準備をお願いします。（※）

救急時医療情報閲覧機能の利用

★救急時医療情報閲覧機能利用開始

システムベンダによる準備作業
（パッケージソフトの改修等）

6．利用開始に向けたスケジュール

（※）オンライン資格確認の導入に必要な作業については、『オンライン資格確認の導入に向けた準備作業の手引き』をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001016689.pdf

▼病院における準備手続き開始（予定）

病院における手続き
(ベンダに確認/相談、導入・運用準備等)

▼病院における運用テスト開始

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001016689.pdf
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Question Answer

7．Q&A

救急時医療情報閲覧について

Q) 既存のオンライン資格確認等シ
ステムから何が変わるのですか
？

Q) 全ての医療機関において、
救急時医療情報閲覧を導入
しなければいけませんか？

A) 既存の仕組みでは、患者から同意を取得した場合においてレセプト
情報に基づく医療情報を閲覧可能です。
救急時医療情報閲覧では、意識障害等で同意取得困難な患者
についても、レセプト情報に基づく医療情報や患者の基本情報・医
療情報等が集約された救急用サマリーを閲覧できるようになります。

Q) 意識がある患者についても、
救急時医療情報閲覧の対象
になりますか？

A) 意識がある患者についても、「患者の生命、身体の保護のために必
要」と判断された場合、救急時医療情報閲覧機能をご利用くださ
い。（同意取得困難な場合でも救急用サマリーおよび通常表示を
閲覧可能です）

A) 救急時医療情報閲覧機能の導入対象医療機関は全国の病院で
す。2024年度の診療報酬改定により、総合入院体制加算・急性
期充実体制加算・救命救急入院料の要件として救急時医療情
報閲覧機能の導入が追加（令和7(2025)年4月1日以降に適用）
される見通しのため、特に当該診療報酬点数の算定をお考えの医
療機関におかれましては、早期の導入検討をお願いします。
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7．Q&A

救急時医療情報閲覧の利用開始に向けて

Question Answer

Q) 救急車で患者が運ばれてきた
場合、マイナンバー読取はどうす
ればいいですか？

A) 4情報等による検索をご検討ください。なお、マイナンバーカードの券
面に掲載された顔写真で本人確認ができる場合は、マイナンバーカ
ードによる受付も可能です。

Q) 同意取得困難な場合、患者の
同意無しで医療情報を見て本
当に大丈夫ですか？

A) 患者の生命、身体の保護のために必要があると判断の上閲覧くださ
い。なお、医療情報を閲覧された場合、当病院が閲覧した履歴につ
いては、患者自身のマイナポータルから確認可能な状態になります。

Q) 院内の誰でも救急時医療情
報閲覧機能を利用可能ですか
？

A) 病院の管理者により、電子カルテシステム機能にて「救急時閲覧権
限」を付与された医師等のみ情報照会が可能です。
※ 照会後の救急時医療情報は、各病院における医療情報の

安全情報管理措置に係る規定に従って管理ください。
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7．Q&A

救急時医療情報閲覧の利用開始に向けて

Question Answer

Q) 救急時医療情報閲覧機能は
必ず導入しなければいけません
か？

Q) 救急時医療情報閲覧を始め
るには、まず何をすればよいで
すか？

A) 救急時に医療情報を閲覧できることにより、生命、身体の保護が必
要な患者に対する、より質の高い医療の提供が可能になります。特
に二次・三次救急医療機関の皆様におかれましては早期導入の検
討をお願いします。

A) 利用にあたり、オンライン資格確認を導入している必要があるため、
導入していない方は、お早めに準備をお願いします。
『オンライン資格確認の導入に向けた準備作業手引き』(URL)

その他の具体的な手続き等については、順次、医療機関等向けポ
ータルサイト(URL)に掲載を予定しています。まだ医療機関等向け
ポータルサイトに登録していない場合は、「初めてご利用になる方（
アカウント登録）」より、登録をお願いします。

Q) 救急時医療情報閲覧機能導
入にはどのくらいの費用がかかり
ますか？

A) 電子カルテシステムやシステム契約条件等によって異なりますので、
ご契約の電子カルテシステムベンダ様にお問合せください。
※ 当機能導入に対する補助金の予定はございません。

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001016689.pdf
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
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